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Ⅴ 性・暴力表現等への対応 
■ 現状・課題

○ メディアや公共空間においては、表現の自由を十分に尊重しつつ、違
法な性・暴力表現の制作・流通により、当該被害者のプライバシーが侵
害されたり、名誉を毀損されたりすることを防止する必要があります。 

○ 平成 26 年には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰
並びに児童の保護等に関する法律」が改正され、平成 27 年７月から児
童ポルノを所有するなどの行為について、罰則が適用されるようになり
ました。都では、平成 29 年に「東京都青少年の健全な育成に関する条
例」を改正し、児童ポルノに当たる画像を不当に送信するよう要求する
行為を禁止する規定を罰則付きで新設しました。

○ また、交際相手に性的画像等を提供してしまい、のちにインターネッ
トに掲載・拡散する、いわゆるリベンジポルノの被害が社会的な問題と
なり、平成 26 年 11 月に「私事性的画像記録の提供等による被害の防止
に関する法律」が制定されました。私事性的画像に係る事案の相談件数
は、私事性的画像被害防止法が施行された平成 26 年以降増加傾向にあ
り、令和元年は、全国で約 1,500 件となっています。

○ スマートフォンの普及により、ＳＮＳやアプリ等を活用して、インタ
ーネット上で、より手軽に様々な情報を手に入れたり、交友関係を広げ
たりすることができるようになりましたが、その反面、メッセージやチ
ャット機能等を悪用したトラブルや性犯罪などに巻き込まれるケース
が増えています。

○ こうした被害に巻き込まれないように、インターネット利用等に関す
る正しい理解を促すことが大切です。インターネット上の情報は、必ず
しも正しいものばかりとは限りません。一人一人が情報を主体的に読み
解き、その情報を見極めて取捨選択する能力や自ら発信する能力（メディ
ア・リテラシー）を身に付けることが重要です。

○ また、被害に遭ってしまった場合には、身近な窓口で相談できるよう
に、都をはじめ区市町村の相談窓口等での相談対応能力の強化を図る必
要があります。
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■ 都のこれまでの主な取組 

○ 有害情報から子供を守るため、インターネットやスマートフォン等を
利用する上での、家庭内におけるルール作りを支援してきました。 

○ 性や暴力表現を扱ったメディアから児童・生徒を守ることを含め、情
報を発信する責任や情報モラル、リテラシーに関する教育に取り組んで
きました。 

 

■ 取組の方向性 

○ メディアや公共空間における性・暴力表現については、法の遵守はも
ちろんのこと、メディア事業者自身による倫理規定の遵守など、自主的
な取組も必要です。 

○ インターネット等の利用環境の整備や適正な利用に関する普及啓発
等を行う必要があります。 

○ トラブルや犯罪に巻き込まれないようにするため、情報を発信する責
任や情報リテラシーなどメディアへの対応能力を育成する必要があり
ます。 

○ また、インターネット利用等に関する正しい理解を促すための取組を
進める必要があります。 

○ リベンジポルノや性・暴力表現に関わるトラブルの被害にあった人か
らの相談に対応できるように、研修等により相談窓口の対応能力の強化
を図る必要があります。 

 


